
義塾の公的資金運営・管理体制

最高管理責任者
（塾長）

統括管理責任者
（研究担当常任理事）

コンプライアンス推進責任者
（各学部長、各研究科委員長、各研究所長、

大学病院長、各キャンパス事務長等）

コンプライアンス推進副責任者
※設置の有無は推進責任者の判断に拠る

学部・大学院・研究所・大学病院・職員部門等業務監査室

状況報告

不正防止計画の策定・
周知、必要な措置

協力・ 連携

監査

状況報告

具体策の実施、実施状況の確認、
コンプライアンス教育の受講管理、
資金管理のモニタリング・改善指導

不正防止計画に基づき
具体策の策定・実施

状況報告

※最高管理責任者
の直轄的な組織
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